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（別紙２）点検時期及び点検回数一覧表 

 

 

 

 

 

 

・点検月は目安とし、甲と協議の上、変更することができるものとする。 

・フロン排出抑制法に基づく簡易点検を３ヶ月に１回以上実施すること。 

項目 
令和４年度（点検月） 

４   ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

稼働前点検        〇     

フィルター清掃        〇     

簡易点検        〇   〇  

定期点検             

項目 
令和５年度（点検月） 

４   ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

稼働前点検  〇      〇     

フィルター清掃  〇      〇     

簡易点検  〇   〇   〇   〇  

定期点検             

項目 
令和６年度（点検月） 

４   ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

稼働前点検  〇      〇     

フィルター清掃  〇      〇     

簡易点検  〇   〇   〇   〇  

定期点検             

項目 
令和７年度（点検月） 

４   ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

稼働前点検  〇           

フィルター清掃  〇           

簡易点検  〇   〇        

定期点検     〇        


